
























給付型奨学金の対象者は、別途、進学先の大学等に申込むことで、授業料と入学金の免除・減額を受け

ることができます。（住民税非課税世帯に準ずる世帯（第Ⅱ区分、第Ⅲ区分）の場合は、 ➎へ）
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給付型奨学金とあわせて、貸与型奨学金を借りることはできますか。

奨学金の申込みには本人と父母（父母がいない場合は、代わって生計を維持している者）のマイナンバー

の提出が必要になります。マイナンバーカードを持っていない人は、別の提出書類を用意する必要があり

ますので、 のホームページや学校から希望者に配付される説明資料を確認してください。


